
 

令和７年度 金山駅周辺まちづくり推進会議 

 

日時：令和８年２月９日(月)９時 30 分～9 時 50 分 

場所：本庁舎２階 特別会議室 

 

○開 会 

 

 

 

 

○議 題 

１．アスナル金山エリア再整備に向けた検討状況について 資料１ 

 

２．新たな劇場整備に向けた進捗状況等について 資料２ 

 

 

 

○参考資料 

・金山駅周辺まちづくり推進会議設置要綱 
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金山駅周辺まちづくり推進会議設置要綱 

 

（目的） 

第１条 金山駅周辺まちづくりを全庁的に連携して推進するため、金山

駅周辺まちづくり推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、次の事項を所掌する。 

(1)  金山駅周辺まちづくりの推進に係る検討・調整 

(2)  新たな劇場の整備に係る検討・調整 

(3) その他必要な事項 

 

（組織） 

第３条 推進会議に会長、副会長及び委員を置く。 

２ 会長は、住宅都市局主管副市長とし、副会長はその他の副市長とす

る。 

３ 委員は別表１に掲げる職にある者とする。 

４ 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理することができ

る。 

 

（会議） 

第４条 会長は、必要の都度、会議を招集し議長を務める。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又

は意見を聞くことができる。 

 

（幹事会） 

第５条 推進会議の所掌事務に関する調整、整理を行うため、幹事会を

設置する。 

２ 幹事会に幹事長及び幹事を置く。 

３ 幹事長、幹事は別表２に掲げる職にある者とする。 

４ 前条の規定は、幹事会について準用する。この場合において、前条

中「会議」とあるのは「幹事会」と、「会長」とあるのは「幹事長」

と読み替えるものとする。 



 

 

 

（部会） 

第６条 幹事会の協議事項に関する詳細な検討・調整を行うため、部会

を設置する。 

２ 部会に部会長及び部会員を置く。 

３ 部会長、部会員は別表３に掲げる職にある者とする。 

４ 部会の招集その他の事項は、第４条中「会議」とあるのは「部会」

と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えて、同条の規定を準用

する。 

 

（事務局） 

第７条 推進会議及び幹事会及び部会の事務を処理するため、事務局を

置く。 

２ 事務局は、第 2 条第 1 項第 1 号に定める事項については住宅都市局

まちづくり企画部まちづくり企画課に、同項第 2 号に定める事項につ

いては観光文化交流局文化歴史まちづくり部文化芸術推進課に置き、

同項第 3 号に定める事項については、まちづくり企画課と文化芸術推

進課がその都度協議して定めるものとする。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営その他必要な      

事項は、会長が定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和５年６月１５日から施行する。 

この要綱は、令和５年９月２７日から施行する。 

この要綱は、令和６年５月１６日から施行する。 

この要綱は、令和８年１月１９日から施行する。 

 

  



 

 

 

別表１ 

委員 防災危機管理局長 

総務局長 

財政局長 

観光文化交流局長 

環境局長 

健康福祉局長 

住宅都市局長 

緑政土木局長 

上下水道局長 

交通局長 

中区長 

熱田区長  

 

別表２ 

幹事長 住宅都市局担当局長（まちづくり推進） 

幹事 

 

 

防災危機管理局次長 

総務局企画部長 

総務局総合調整部長 

財政局担当部長（資産経営） 

観光文化交流局文化歴史まちづくり部長 

環境局環境企画部長 

健康福祉局障害福祉部長 

住宅都市局都市計画部長 

住宅都市局担当部長（交通企画・モビリティ都市推進） 

住宅都市局建築指導部長 

住宅都市局まちづくり企画部長 

緑政土木局路政部長 

緑政土木局緑地部長 

上下水道局技術本部計画部長 

交通局営業本部企画財務部長 

交通局営業本部営業統括部長 

交通局営業本部電車部長 



 

 

 

交通局営業本部自動車部長 

交通局技術本部施設部長 

中区区政部長 

熱田区区政部長 

 

別表３ 

部会長 住宅都市局まちづくり企画部長 

部会員 

 

 

防災危機管理局防災企画課長 

総務局企画部企画課長 

総務局総合調整部総合調整課長 

財政局財政部資産経営課長 

財政局財政部担当課長（資産経営） 

観光文化交流局文化歴史まちづくり部文化芸術推進課長 

観光文化交流局文化歴史まちづくり部担当課長（文化施設

に係る企画調整等） 

環境局環境企画部環境企画課長 

環境局環境企画部担当課長（生物多様性に係る企画調整） 

環境局環境企画部脱炭素社会推進課長 

環境局環境企画部担当課長（地域脱炭素施策の推進） 

健康福祉局障害福祉部担当課長（障害者差別解消） 

住宅都市局担当課長（企画調整） 

住宅都市局都市計画部都市計画課長 

住宅都市局都市計画部担当課長（防災・都市施策） 

住宅都市局都市計画部街路計画課長 

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課長  

住宅都市局都市計画部交通企画・モビリティ都市推進課長 

住宅都市局都市計画部担当課長（駐車場のあり方検討） 

住宅都市局建築指導部建築指導課長 

住宅都市局まちづくり企画部担当課長（金山まちづくり） 

緑政土木局担当課長（企画調整） 

緑政土木局路政部道路利活用課長 

緑政土木局緑地部緑地管理課長 

上下水道局技術本部計画部担当課長（流域管理） 



 

 

 

交通局営業本部企画財務部担当課長（企画調整） 

交通局営業本部営業統括部資産活用課長 

交通局営業本部電車部駅務課長 

交通局営業本部電車部担当課長（施設管理） 

交通局営業本部自動車部路線計画課長 

交通局営業本部自動車部自動車施設課長 

交通局技術本部施設部施設計画課長 

交通局技術本部施設部工務課長 

中区区政部地域力推進課長 

熱田区区政部地域力推進課長 

 


